
 

 

（仮称）イオンモール利府 北棟・南棟 の届出概要について 

（法第 6条第 2項 変更） 

 

１ 届 出 者  三井住友信託銀行株式会社，イオンモール株式会社 

２ 届 出 日  令和２年２月６日 

３ 店舗の名称  （仮称）イオンモール利府 北棟・南棟 

４ 店舗設置者  三井住友信託銀行株式会社 取締役社長 橋本 勝 

         東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

         イオンモール株式会社 代表取締役 吉田 昭夫 

         千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１          

５ 店舗所在地  北棟：宮城郡利府町利府字新屋田前５ 外 

         南棟：宮城郡利府町利府字新中道３丁目１－１ 外 

６ 変更しようとする事項 

（１）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  （変更前）３２，１２８㎡  

（変更後）７７，９１３㎡（北棟：３２，１２８㎡ 南棟：４５，７８５㎡） 

 （２）駐車場の位置及び収容台数 

  （変更前）１，９５５台 

  （変更後）５，０３５台（北棟：１，４００台 南棟：３，６３５台）   

※指針による必要台数：５，７８９台（北棟：２，１５４台 南棟：３，６３５台） 

 （３）駐輪場の位置及び収容台数 

  （変更前）２５２台 

  （変更後）９１６台（北棟：２５２台 南棟：６６４台） 

※指針による参考台数：２，２２６台（北棟：９１８台 南棟：１，３０８台） 

 （４）荷さばき施設の位置及び面積 

  （変更前）３８５㎡ 

  （変更後）９０９㎡（北棟：３８５㎡ 南棟：５２４㎡） 

 （５）廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

  （変更前）１１８㎥ 

  （変更後）２２４㎥（北棟：１１８㎥ 南棟：１０６㎥） 

※指針による必要容量：７０．１２㎥（北棟：３２．０３㎥ 南棟：３８．０９㎥） 

 （６）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

  （変更前）イオンリテール株式会社（北棟）２４時間 

       その他の小売業者（北棟）午前８時から午後１１時まで 

  （変更後）イオンリテール株式会社（北棟） ２４時間 

       その他の小売業者（北棟）午前８時から午後１１時まで 

       核となる小売業者（南棟）午前８時から午後１０時まで 

       その他の小売業者（南棟）午前９時から午後１０時まで 

 

資料４ 



 

 （７）来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  （変更前）北棟 ２４時間（屋上駐車場及び建物西側平面駐車場 午後１１時から翌午前６時

まで利用制限） 

  （変更後）北棟 ２４時間（屋上駐車場及び建物西側平面駐車場 午後１１時から翌午前６時

まで利用制限） 

       南棟 午前７時３０分から翌午前０時３０分まで 

 （８）駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

  （変更前） ４箇所 

  （変更後）１３箇所（北棟：４箇所 南棟：９箇所） 

 （９）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  （変更前）北棟 午前５時から午後９時３０分 

  （変更後）北棟 午前５時から午後９時３０分 

       南棟 ２４時間 

７ 変更する年月日  令和２年１０月７日 

８ 事務手続き等 

 ・公 告 年 月 日：令和２年２月２１日 

 ・縦 覧 期 間：公告の日から令和２年６月２２日まで（公告の日から４か月） 

 ・地 元 説 明 会：令和２年４月４日（新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止） 

 ・市町村等からの意見書提出期限：令和２年６月２２日（公告の日から４か月以内） 

・県の意見の通知期限：令和２年１０月６日（届出から８か月以内） 

 
 

 

 


